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脳健診の受診について 
 本部は、４月２７日の経営協議会において「脳健診の受診について」会社から説明

を受けた。 

【会社からの説明内容】 

１ 経緯 

平成28年12月16日道路運送法第27条第２項として「一般旅客自動車運送事業者は事業用

自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を

運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならな

い。」旨を条文とする法改正が行われた。 

さらに、平成30年2月23日「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」

が策定され、事業者によって脳血管疾患対策を進めていくための具体的な手順等が示され

た。 

２ 当社の取り組み 

(1) 脳血管疾患対策ガイドラインにより、簡易スクリーニング検査である脳ＭＲＩ健診の

受診を計画する。

(2) 脳健診の受診対象者

運転係・運転主任及び代務運転Ａ指定者について50歳以上全員及び45歳以上50歳未満

であって、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)に該当する者のうち指定された者。 

(3) 脳健診【脳ＭＲＩ健診(頭部ＭＲＩと頭部ＭＲＡ)】の内容

ア 頭部ＭＲＩ（磁気共鳴断層画像）

脳の断面画像を鮮明かつ詳細に撮影し「無症候性脳梗塞」「脳出血」「脳腫瘍」の

有無や発生した場所の検査に用いる。 

イ 頭部ＭＲＡ（磁気共鳴血管画像）

脳の血管を撮影して、くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤の有無の検査、また

脳の血管の動脈硬化の程度や詰まり具合を検査する。 

【以下、詳細は別紙参照】 

今回の脳健診は、健康起因事故の防止と、組合員の脳血管疾患対策を進めていくう

えで効果的な取り組みであることから、今後も受診対象者の拡大を図ることを求めて

了承した。 

以 上 
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１ 経緯

国土交通省事故統計では、運転者の疾病により事業用自動車の運行を継続することができなくなった事案

が、平成 28 年から過去 5 年間で 1,046 件、うち脳血管疾患は 169 件(16％)で最も多く、運転者の死亡(196
件)に至る原因では、脳血管疾患 30 件(15%)が 2 番目となっている。 
平成 28 年 12 月 16 日道路運送法第 27 条第 2 項として「一般旅客自動車運送事業者は事業用自動車の運

転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために

必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。」旨を条文とする法改正が行われた。

さらに、平成 30 年 2 月 23 日「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」が策定され、事

業者によって脳血管疾患対策を進めていくための具体的な手順等が示された。

２ 当社の取り組み

(１) 脳血管疾患対策ガイドラインにより、簡易スクリーニング検査である脳ＭＲＩ健診の受診を計画する。 
(２) 脳健診の受診対象者

運転係・運転主任及び代務運転Ａ指定者について 50 歳以上全員及び 45 歳以上 50 歳未満であって、

高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)に該当する者のうち指定された者

(３) 脳健診【脳ＭＲＩ健診(頭部ＭＲＩと頭部ＭＲＡ)】の内容

ア 頭部ＭＲＩ（磁気共鳴断層画像）

脳の断面画像を鮮明かつ詳細に撮影し「無症候性脳梗塞」「脳出血」「脳腫瘍」の有無や発生した場所

の検査に用いる。

イ 頭部ＭＲＡ（磁気共鳴血管画像）

脳の血管を撮影して、くも膜下出血の主な原因である脳動脈瘤の有無の検査また、脳の血管の動脈硬

化の程度や詰まり具合を検査する。

３ 診断結果の区分 

(１) 異常所見あり ・・・運転業務を控え速やかに専門医で精密検査を受診する。

(３) 正常

(２) 異常所見の疑いあり・・・１年後を目安に再受診する。

・・・通常の生活指導により健康維持に努める。

４ 受診要領等

(１) 具体的受診の日程や要領については、勤務箇所にて指示する。

(２) 受診は最寄りの指定する医療機関において個人の時間で行う。

(３) 受診費用は、全額会社負担とする。

ただし、受診結果判定後の１年後の再受診、精密検査の受診及びこれらによる治療については、個人の

時間及び個人による費用負担とする。

(４) 脳健診及び精密検査結果等に関する個人情報の漏洩等の防止、その他安全管理のために、人的、物理的

技術的に適切な措置を講ずる。

(５) 脳健診の診断結果及び精密検査等の検査結果については、会社においても確認できることとする。

(６) 精密検査後の治療中における業務、特に運転作業への従事については、主治医、産業医の意見及び治療

状況を勘案し、総合的に会社が判断する。

５ 実施期間

平成 30 年 5 月～6 月 
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